
 

 

●小中高生の相談はインターネット関係が上位 

●インターネットトラブルの事例 

●ちばし消費者応援団の紹介 

●消費者被害注意報 
（前 月 比：＋７件） 

（ ：＋２２件） 
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※毎年ご好評いただいている、小学生

夏休み講座ですが、新型コロナウイル

スの影響で、今年は中止します。 
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小学生夏休み講座 

市内の小・中学生を対象として、 

「消費者教育ポスター」を 

学校を通して募集します。小・中学校共通

テーマ「スマートフォンの使い方」、小学校

テーマ「お金を大切にするということ」、中

学校テーマ「消費者トラブルにあわないた

めに」の３つのテーマから選んで、夏休み

中に制作して学校へ提出してください。 

ご応募お待ちしています。 

Ｒ元年度優秀作品 

消費者教育ポスターを募集 

小中高生の相談はインターネット関係が上位 

千葉市消費生活センターに寄せられた小学生、中学生、高校生

の相談（平成 30 年度）では、インターネットに関する保護者か

らの相談が上位を占めています。 

 「保護者に内緒でオンラインゲームでの高額な課金をしていた」

「アダルトサイトで突然「登録完了」の画面が表示され支払って

しまった」「インターネット通販やフリマサイトで商品を購入した

が商品が届かない・偽物が届いた」などのトラブルの相談です。 

インターネットトラブルの具体例等は次ページをご覧ください。 

相談に占める小中高生の件数 

全体 8,181 件 

7～18 歳 106(1.3%) 

 

7～12 歳 

 

16 件 

13～15 歳 36 件 

16～18 歳 54 件 

 

平成30年度 

7 歳～12 歳 13 歳～15 歳 16 歳～18 歳 

オンラインゲーム 6 アダルト情報サイト 7 デジタルコンテンツ 

商品一般 

各

4   5 

アダルト情報サイト 2 オンラインゲーム 4 携帯電話サービス 

紳士・婦人洋服 

各

3 コンサート 3 

オンラインゲーム、健康

食品 

各

2 他の健康食品 2 

 

（主な内訳） 



 

  

子供がスマートフォンで芸能情報を閲覧中に「もっと見る」というボタンをタップしたとこ

ろ、アダルトサイトにつながった。子供は驚いてサイトを閉じようとしたところ登録完了に

なってしまった。誤操作の場合の連絡先へ、子供があわてて連絡したところ、氏名や住所を

聞かれたうえ、4 万円のプリペイド型電子マネーを 

コンビニで購入してその番号を伝えるよう指示され、支払ってしまった。 

不安に思った場合やトラブルになった場合は、一人で解決しようとせず家

族に相談するように、事前に子供につたえておきましょう！ 

 

事
例
２ 

インターネットのサイトで、ブランド物のジャケットが安く売られてい

たので、子供が注文し、代金は個人名義の口座に事前振り込みをした。

数日後、届いた商品は、粗悪な偽物だった。すぐに、子供が事業者に電

話したが、連絡が取れなくなっていた。子供に確認すると、表示の日本

語におかしなところがあったようだ。 

 

商品を注文する前に、サービスやサイトに不審点がないか、料金や契約内容、

解約条件等を、保護者も子供と一緒に確認しましょう！ 

 

事
例
３ 

 あなたのお子さん、お孫さんは大丈夫？ 

オンラインゲームの遊び方やアイテムの購入ルール等を、保護者と子供で話し合

ってから、楽しみましょう！ 

 

事
例
１ 

 

テレビ CM で無料と宣伝しているゲームサイトに、無料ならと思い、子供のために自分

のスマホで登録をした。子供は、普通に遊んでいてはなかなか次のステージに進めないた

め、本当のお金が必要だと思わず、アイテムを多数購入して遊んだようだ。後日カード会

社から１０万円もの請求書が私宛に届いた。 



 

  

ちばシティポイントとは 

ボランティア関連活動や健康維持・増進活動などを通じて、ちば風太ＷＡＯＮ

カードにちばシティポイントが貯まり、貯まったポイントは、様々な特典に 

ご利用できるほか、ＷＡＯＮポイントに交換できます。ご利用には登録等が必要です。 

詳しくは、ちばシティポイント https://chibapo.pointpack.jp/をご覧ください。 

 

「ちばし消費者応援団」は、千葉市において、 

自ら進んで消費者教育に親しみ実践する個人 

や消費者教育に関する活動を行っている団体・ 

事業者を対象とし、その活動を支援する制度です。 

ご登録いただくと、「暮らしの情報いずみ（本紙）」などの消

費者教育に関する情報提供のほか、講義や料理実習などに消費

生活センター内の施設を無料で使用することができます。 

また、ちばシティポイント（下の記事を参照）を、活動に応 

じて、獲得することができます（個人の新規・更新手続き時に３００ポイント、施設利用

時に５０ポイント）。本紙の定期購読がまだの方、ぜひ「ちばし消費者応援団」にご登録く

ださい。（お問い合わせ 電話番号０４３－２０７－３６０２ 消費者教育班） 

HP https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/shohi/shouhishaouenndanntop.html 

https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/shohi/shouhishaouenndanntop.html 

 
 

「ちばし消費者応援団」団体会員の活動を紹介します！ 

     淑徳大学コミュニティ政策学部 

                   消費者法研究室 

「大学生らしく、消費者らしく、楽しく学ぼう」をモットー

に、消費者・労働者をめぐる法的紛争に関する研究を行いつ

つ、若者の消費者被害の撲滅を目指して実践的な活動をして 

います。消費生活センターと連携して、市内の大学生・短大生向けの消費者教育を展開した

り、「食」を通して消費者市民社会を目指すコミュニティづくりに注力しています。 

これからも研究室を飛び出して、多様な団体と連携しながら多様化する消費者被害の未然

防止に向けて、大学生目線の活動を進めていきます。 

消費者教育に関する寸劇の様子 

〒260-8701千葉市中央区大巌寺町 200（お問い合わせ 043－265－7331） 

公式ホームページ https://hinoseminar3.jimdofree.com/ 

あらためまして を紹介します 

https://chibapo.pointpack.jp/
https://hinoseminar3.jimdofree.com/
https://chibapo.pointpack.jp/
https://hinoseminar3.jimdofree.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

商品・サービスの契約トラブルは千葉市消費生活センターへ！ 

相談専用電話  ☎０４３－２０７－３０００ 

                  ※月曜日～土曜日 ９:００～１６:３０ ※祝日・年末年始は除く 

発行：千葉市消費生活センター TEL:０４３－２０７－３６０２ FAX:０４３－２０７－３１１１ 

消費者トラブル防止のために 

千葉市高齢者等悪質商法被害防止ネットワーク      発行：２０２０年６月 

 Ｎｏ．８９ 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が多く寄せられています。ま

た、新型コロナウイルスの感染拡大によりマスクの品薄が続いている状況に便

乗し、送り主が不明のマスクを送りつけるなどの事例も増えています。 

 

事例１ 封筒に入った使い捨てマスク３０枚が宅配便で突然 

自宅に届いた。注文した覚えはなく、家族も全く心当たりが 

ない。請求書は入っていなかったが、今後どうすればいいか。 

 

事例２ 市の水道局の職員を名乗る男性から、水道管や下水管にコロナウイル

スが付いているので、除去する必要があるとの不審な電話があった。 

        

 事例３ 自宅の電話に「特別定額給付金を受けるため、家

族構成とマイナンバーを教えてほしい。」という電話があっ

た。違和感を覚えたので「市役所に確認する」と言うと、一

方的に電話を切られてしまった。 
・交渉の結果、トラブルになってしまった場合は、早めに消費生活センターにご相談くださ

い。 


